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埼埼玉玉県県社社会会保保険険労労務務士士会会熊熊谷谷支支部部研研修修部部 
就任のご挨拶 

  
            支部長 新井 重雄 

  
４月２７日の支部総会において支部長に推挙され、再びその任にあたることに

なりました。 
 過去２年間無我夢中でした。 そういうなかなんとかやってこられたのも、会員皆様、そして
関係官庁や友好団体のご理解とご指導をいただけたことにつきると思います。 
あらためて感謝申し上げる次第です。 ありがとうございました。 

 さて、総会において承認を頂いた事業計画に基づき、役員一同その執行に努めてまいります。  
 具体的なことは、今後の役員会にてつめていきますが、今年度は支部ホームページのさらなる
活用、地域社会との交流や積上げによる予算化などの課題にも取り組む必要があろうかと思って
います。 
それから、関係官庁との連絡協調などの緊密化はもちろん、研修などを通してご指導を仰ぎなが
ら、さらなる業務効率向上を目指していきたいと思っております。 

 また年金勉強会や愛好会など、有志の人達が立ち上げて活動をしております。 
仕事上ではない、プライベ－トな場が存在し、幅のひろいお付き合いができるのも支部の特徴で
はないでしょうか。他士部や他士業との交流もうまれております。 
みなさん、参加してみて下さい。 
 これから事業が、本格的に動き出します。制度推進活動や研修などの事業を通して、地域社会
に『社会保険労務士』を理解していただくこと、そして信用を高め、信頼を得られるように努め

ていきたいと思いますので、さらなるご支援、ご指導を宜しくお願い申し上げます。 
（平成 17 年 7 月 31 日記） 

 
 就任のご挨拶 

             塚越 尚之 
         この度、副支部長に再任され大きな責任を感じています。 

新井支部長のもと五つの部による支部体制は役員および会員皆様のご協力に
より順調に機能し研修、厚生、行政協力等各事業に期待通りの成果があげられ 
たと思います。 

今後大きく変化して行くであろう我々を取り巻く環境の中で、支部は何ができるか、何をすべ
きか探りながらの２期目スタートだと思います。諸法令の改正、労働環境の変化は社労士業務を
一層複雑にし、仕事が増えるに比例してリスクも大きくなっています。 
そこで、支部会、研修会その他、クラブ愛好会等の場で会員が交流しあい懇親を深め、一層の情
報交換と研鑽に向けての職務を遂行したく、皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げま
す。 

    役員就任にあたり 
               日向 裕道 

 ２期目の理事を仰せつかりました日向ですよろしくお願い申し上げます。 

日頃より、役員として「何ができようか、何をしなければならないか」自問自
答を繰り返すばかりですが、同時に内なる自分をも省みる必要もあろうかと思っ
ております。就任にあたり、明の崔後渠という人が書いた人間としての処し方を
紹介し挨拶に代えたいと思います。 

六 然 
自処超然（自分に対しては一切とらわれず）   処人藹然（人に会うときにはなごやかに） 

有事斬然（何か事があればてきぱきと）     無事澄然（事なきときはさわやかに） 
得意澹然(得意のときはあっさりと)       失意泰然（失意のときこそゆったりしたい） 
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役員就任にあたって 

          
 川崎 嘉裕  

いつもお世話になっております。 
 この度、経理部を担当させていただくこととなりました川崎でございます。

前任の瀬谷さんや支部長、副支部長のご指導の下、適正な会計処理に努力

致します。どうぞよろしくお願い致します。 
 さて、経理部としましては、ご承認いただきました本年度予算を適正に執行するとともに、

支部会等において予算の執行状況をご報告させていただき、会員の皆様の更なるご理解をい

ただけるよう心がけて参ります。 
 いずれにしましても、経理業務を通して会員の皆様のお役に立つべく精一杯努めさせてい

ただきたいと思います。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 
 

就任のご挨拶 
 
瀬谷 卓美 

このたび新体制開始にあたり、事業部長に就任することになりました。           
経理部長の２年間、皆さんのご協力ありがとうございました。 
前任の小島部長から大役を引継ぎ、改めて責任の重大さを感じております。               

前任時代から、支部のために使える時間は限られており、十分な働きはでき          

ませんでしたが、会員が薄く広く作業を負担することが支部の理念と信じ、今回も微力なが

ら役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
                                         
  役員就任にあたって 

 
                             小島 英治                                                       

この度、総務部を担当させていただくこととなりました小島です。どう

ぞよろしくお願い致します。 
内規によれば総務部の業務は以下の通りです。 

①会議の開催、会議録の作成・保管に関すること 
②文書の発送および保存並びに庶務に関すること 
③名札掲示に関すること 
④その他、他の部の所管に属さない事項に関すること（ここが大変！） 
そしてもう一つ、ホ－ムペ－ジの運営も加わりました。ホ－ムペ－ジの運営は村山さんに担

当していたくことになりました。又将来を見据えて小倉さんにも副担当になっていただきま

した。今までよりも支部会員にとって利便性の高いものになるよう現在企画中です。 
どの仕事も大事なものばかりで、とにかく粗相のないようがんばりたいと思います。 

ときには、至らない点も多々あろうかと思いますが、皆様のご慈悲とご理解とご協力を 
を賜りたく宜しくお願いいたします。 

新 役 員 紹 介 



 

 
 

ホームページは仮想支部事務所 
 
                     村山 勝 
 

この度、総務部副部長（ホームページ委員長）を引き受けることになりま

した村山です。支部ホームページの更新・管理が主な仕事になります。よろ

しくお願いいたします。熊谷支部は、早くから電子化が進み、メーリングリ

スト、ホームページとも県内支部の先駆をなしています。メーリングリスト 
は会員相互の連絡や交流の場として、ホームページは内外への情報発信基地として利用され

ています。 
支部会は月１回ですが、ホームページは年中無休２４時間営業です。WEB 上の仮想支部事務

所として、さらには内外への情報発信基地として、少しでも皆様のお役に立てればと思って

おります。 
２４時間営業ですので、お仕事の合間でも夜遅くでも朝一番でも、いつでもお越しください。

おもてなしは出来ませんが、満足いただけるよう頑張ります。年内にはリニューアルする予

定ですので、お楽しみに！！ 
 
役員就任にあたって 

 
                             齋藤  馨 
しんまいの厚生部長です。宜しくお願いします。主な部活動とその    

役割は 
１．「行事に始まり、行事に終わる」と言われる厚生部の推進役として 
２．「懇親会や福利・厚生、愛好会」の連絡・調整役として、頑張ります。 
  そこで、一つお願いがあります。部活動への参加は「気分転換とリフレッシュ」にありま

す。一人でも多くの参加をお待ちしています。尚、ご要望等は、部員の川上、鈴木、齋藤が

承ります。 
 
           役員に就任して 

                    寺山 眞澄 

        この度、研修部副部長を担当させていただきます、寺山眞澄です。 
       日向部長のご指示の下、中村楊子さんと力を合わせ、精一杯努めさせていた

だきたいと思います。よろしくお願い致します。 
研修部の中では主に広報誌の発行を担当させていただきます。 
私が広報誌を担当して 5 年目となります。日々のあわただしい業務の中で、

ホッと一息つけるような、そんな広報誌を作成できたらといつも思っていま

す。日頃感じたことや趣味について等もどんどん掲載できればと思っており

ますので、是非ご紹介ください。 
皆様のご協力、ご支援を今後とも宜しくお願い致します。 

新 役 員 紹 介 



 
             

埼玉県社会保険労務士会熊谷支部 
支部組織（平成 17 年～18 年度） 

 

支部長 副支部長 監事 相談役 

新井重雄 塚越尚之・日向裕道 橋本正行・南雲繁男 栗林正道・井上喜久男 

 

執行部 

 総務部 経理部 事業部 厚生部 研修部 

担当理事 新井 重雄 塚越 尚之 塚越 尚之 日向 裕道 日向 裕道 

部 長 小島 英治 川崎 嘉裕 瀬谷 卓美 齋藤   馨 日向 裕道 

副部長 
村山   勝 

（HP 委員長） 

内田千恵子 

目黒みどり 
西本 好雄 鈴木 章容 

寺山 眞澄 
（支部広報担当） 

野口 高利 

部 員 
小倉 美里 
（HP副委員長） 

  川上 景子 

柴崎 正巳

曽我部節夫 

中村 楊子 

1. 総務部の中に、ホームページ運営委員会を設置する。 

2. 研修部の中に、支部広報誌発行委員会を設置する。 
  

                                      
 

支部役員を経験して      
木村 美和子 

 
業務暦もまだ浅い私が、経理部長、そして研修部長という大役を僭

越にもお引き受けし、どうにか 2 期過ぎました。何とか無事に通過で

きたのも、橋本前支部長、新井支部長を始めとする役員の皆様の支えがあったからこ

そです。 
支部の役員の仕事は、能力不足の私には、厳しく感じられることもありました。です

が、今は役員のメンバーとして支部のお役に少しでも立てたかなという自己満足感で

十分な気持ちです。最後に新体制の熊谷支部の益々のご発展を心よりお祈りいたしま

す。 
 
 
 
 
 
 

お疲れ様でした 



  熊谷労働基準監督署長 根岸幸夫 

 

 

 
  
 
 

本年４月１日付けで赴任いたしました。埼玉県社会保険労務士会熊谷支部

の皆様どうぞよろしくお願いたします。 
 今年度も労働保険年度更新業務につきましては熊谷支部の皆様に多大のご

協力を賜りおかげさまで無事終了することができました。厚くお礼申し上げ

ます。 
 具体的には、５月１６日から２０日までの署における集合受付では毎日３名の会員の方々

に受付業務をご担当いただきました。５月３１日、６月１日には、申告書未提出事業場に各

日お二人の方に電話での督促業務を、６月３日から６月１４日までは、３１名の会員の方々

に申告書未提出事業場に提出督促を行っていただきました。その結果、６月３０日、年度更

新対象事業場３７２０件の年度更新を終了いたしました。感謝申し上げますと共に、今後と

もよろしくお願いいたします。 
 さて、熊谷労働基準監督署では、埼玉労働局の一組織として、今年度も埼玉労働局の４つ

の重点対策のうち、労働条件確保、労働安全衛生、労災保険を担当する部署として、行政を

進めていく所存でありますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 
 ４つの重点対策とは、次のとおりです。 
  １ 厳しい社会経済情勢下での労働条件の確保・改善 
  ２ 積極的な就職支援による雇用の安定 
  ３ 健康で安心して働ける環境の整備 
  ４ 少子・高齢化の進行と多様な働き方への対応 
 このうち、出先機関としては１と３の対策については労働基準監督署、２については公共

職業安定所、４については主として雇用均等室が担当いたします。 
 １については、労働基準法等違反の取締り、労働時間の短縮、最低賃金の確保、派遣労働

者の就業条件の確保、個別労働紛争の解決等を中心に対処いたします。 
 ３については、労働災害の防止、健康確保、過重労働による健康障害防止、迅速・適正な

労災保険給付、労働保険の適正な運用等を中心に対処いたします。 
 これらの事項を適切に対処することが当行政の責務でありますが、管轄地域も広く、多く

の適用事業場がございますので困難が伴います。どうぞ熊谷支部の皆様には当行政へのご理

解・ご支援をよろしくお願いいたします。 
 
 
 
 



 
                      
 
埼玉司法書士会熊谷支部   

野口昭夫 
 
社会保険労務士熊谷支部の皆様今日は、私は、今期埼玉司法書士会熊

谷支部の支部長を拝命しております野口昭夫です。日頃、社労士の先生

方には公私ともに格別のお引き立てありがとう御座います。 
今回は、社会保険労務士熊谷支部の広報誌をお借りし、司法書士会熊谷支部の紹介と司法

書士の歴史、現状に関し述べたいと思います。 
１． 埼玉司法書士会熊谷支部は、会員数６８名をようする県内有数の支部であります。

支部運営は、支部役員 11 名の合議制で執行されています。本年度は、次の４つの基

本方針のもとに支部事業を展開しています。 
（１） 会員の資質向上のための研修会の実施 
（２） 会員相互の信頼を深めるための研修旅行等の実施 
（３） 無料法律相談、その他相談会の実施 
（４） 関係諸官庁及び近隣有効団体との交流を図るための研修会等の実施 

１． 明治５年（１８７２）８月３日太政官無号達によって制定された司法職務制定（日

本最初の裁判所構成法）の中で証書人、代書人、代言人職制が定められた。その中

の代書人が現在の司法書士のルーツであります。 
大正期に入り、大正８年（１９１９）に司法代書人法が成立し、司法代書人が法律

上の制度として認知された。 
昭和期に入り、名称改正を目指すとともに、法改正が議論され昭和１０年４月２日

法律第３６号で司法書士法が成立した。 
平成に入ると、司法制度改革が政治課題となり、その一環として、平成１４年に司

法書士法が改正され簡易裁判所の訴訟代理権が司法書士に認められた。また、本年

度３月７日より施行された不動産登記法改正によりインターネット申請が導入され、

登記事務の改革を余儀なくされた。 
又、来年４月１日に施行される改正会社法により、商業登記法が改正され、新たな

需要が生まれる可能があります。 
上記の法改正により業務範囲が拡大し、国民の権利擁護の使命を全うするため、益々

司法書士の責任は重大であります。 
          

  樋口 頼正 
 
今回の司法研修は裁判外紛争処理（ADR）における社会保険労務士の活用、

個別労働関係紛争解決促進法における社会保険労務士の活躍の場を広げるた

めの基礎研修という位置付けで行われたように思われます。 
第２ステージでは前半を雇用形態・労働条件・セクハラ・解雇･等につき、経営側の弁護士、労

働側の弁護士が、それぞれ専門の立場で法解釈を披瀝し、後半は労働訴訟の基礎から始まり、個

別労働関係紛争解決促進法の背景と経緯･紛争解決の仕組・あっせんの具体的手続き等を研修しま

他 士 業 紹 介  

司法研修第二ステージを終えて  



した。 
事例研究では、あっせん申請書の書き方、意見陳述のための答弁書の書き方の研修を受けたあ

と、約１７ページからなる設例事案に答える形で宿題形式により、労働者の言い分に基づいての

「あっせん申請書」の起案と会社側の言い分及び「あっせん申請書」に基づいての「答弁書」を

起案し提出しました。これにはマイッタ！(-_-;) 
結びは設例事案により提出した、あっせん申請書・答弁書の講評、要件事実の考え方、和解の

具体的なすすめ方、和解のメリット・デメリットの説明を受け、「専門家としての倫理」で司法研

修第２ステージを終了しました。  
研修を終えて感じたこと 

１．個別労働関係紛争に限らず、あらゆる紛争の解決に方程式はないということ。 
２．紛争を未然に防ぐためには自ら十分な法的武装をし、一般常識を高めること。 
３．身近な労働相談事例や判例を、いつでも出せる状態で自らの引出に入れておくこと。 
４．紛争解決のためには法律論をできるだけさけること。 
以上、自分には出来ないことばかり、矛盾が一杯で研修を終えました。 

           「歴史と伝統の町並みを歩く会」   代表 栗林 正道 

 

 昨年、支部の愛好会の一つとして発足し、10 月に群馬県甘楽郡の城下町小幡と、今

年の 2 月には東京深川めぐりのこれまでに 2 回行ってきており、現在 3 回目を企画中

ですが、月日は 9 月の半ば、場所は関東の倉敷といわれる蔵の町栃木を考えています。 
この「歩く会」を作ったきっかけは、まったく個人的な趣味をある席で話したことか

ら始まったのですが、過去 2 回とも 10 名前後のメンバーに参加をいただき大変盛況

でした。 
歴史的な町並みを歩き、その土地の美味しいものに舌鼓を打ち、そして疲れたら一杯（？）のビール

が体を癒してくれます。 
歴史や地理の常識の再確認と再発見、さらに健康と親睦を兼ねた会と自負しています。 
もちろん初めての方の参加も大歓迎です。皆で一緒に楽しく歩きましょう。 

 

 

「料理愛好会」             代表 橋本 正行 

 
料理愛好会は作ること、下手でもいい；とにかく作ってみよう、食べること；美

味しいものを食べて、美味を再現しよう、探すこと；本物を探し、食材にこだわろ

う、を目的に２年前に発足しました。一昨年は餅つき、昨年はかまどでご飯炊きと

こんにゃく作りなどを実践してまいりました。日常的には ML を通じて様々な食に

関する情報交換を行っております。 
ML のメール発信数はすでに５５０を超え、面白いやりとりが一杯です。内容までは紹介できませ

んが、たとえばこんなタイトルです。 
 「美味しい即席ラーメンの作り方」「スーパーマーケット考」「チャーハンのこつ」「フライドチキ

ン」「半熟煮卵」「新たまねぎ」「さぬきうどん」「めっこめし」「てんぷらうどんに関するどうでもい

い考察」「コーヒーが美味しいとき」「ピーナッツ・エンジェル」「大宮構内のお店」「缶入りワイン」

「納豆キムチ」等々。 
 この他にも美味しいお店、新しいお店情報などたくさんあります。 
 美味しいお店にみんなで食べに行きたいと思うものの、なかなか実現できなかったのですが、この

間の司法研修第２ステージの際には、愛好会のメンバーが中心になって、なんとお昼休みにフレンチ

を食べに行ってしまいました。 
 県庁第２庁舎近くのドゥ・シェフというフランス家庭料理のお店で、結構有名なところです。おか

げで午後の研修時間に滑り込みセーフということであわてましたが、愛好会あっての楽しいハプニン

グでした。 



                     
掲載事項①名前②事務所名③住所 

④抱負⑤趣味・生きがい⑥その他

どうしても言いたいこと 
      

① 久保 仁二 
② 久保社会保険労務士事 
 務所 
③  〒366-0051 深谷市上柴 

町東 6-6-13 
 
 

① 川部 征 

② 川部行政書士・社会保険

労務士事務所 

③ 〒367-0212 児玉郡児玉

町児玉２７７－１（児玉町本

町八幡神社斜め前） 

④ とりあえず食べていけるようになりたい

と思います。ＡＤＲ関連に興味がある 

のでそちらに積極的に参加してみようと・・・・・ 

⑤ 車やバイク関係。現在ＡＬＦＡ１５５、Ｈ

ＯＮＤＡ ＮＳＲ２５０Ｒ、原付バイク 

⑥ いつかはフェラーリが買えるように・・・・

頑張ろうと思います。 

 

 
① 森田晃夫(もりたあきお) 

② 森田労務管理事務所 

③ 大里郡岡部町針ヶ谷７８

８－９ 

④ 開業社労士として最低 70 歳まで現役 

⑤ 散歩・世界遺産旅行(愛妻と)・ゴルフ(現

在腰痛の為中断) 

⑥ 還暦再婚の森田です。新天地での新しい仕

事に希望に燃えております。しかし、門外

漢のため、皆様のレベルに達するには相当

時間がかかりそうです。皆様方の暖かい御

指導の程宜しく御願い申し上げます。 

① 五味昌子 
② 亀村昌雄税理士事

務所 
③ 熊谷市西別府２０

３９－１１ 
④ 何年か後には、「勤務等」から「開業」

へ種別変更登録し、お客様から安心して仕

事を任せていただける社労士になってい

られる様に頑張ります。 
⑤ コンサートを見に行く事 
⑥ 宜しくお願いいたします。 
 

① 並木 啓太 
② 医療法人 知世会 林

眼科 
③ (勤務先)熊谷市三ヶ尻

335 
④ 平成 16 年の社労士試験

に合格し、17 年 1 月に登録しました。い

つの日か開業したいと思っていますが、ま

だまだ勉強不足で当分、開業の予定はあり

ません。 
⑤ 映画が好きですが最近はテレビで放

送されている昔の映画で満足しています。 
⑥ 今後、支部会等で諸先生方にお世話な

ることもあるかと思いますがよろしくお

願いいたします。 

     

新会員紹介 



 
 


